
山山口口県県景景観観アアドドババイイザザーー登登録録リリスストト（（五五十十音音順順））  

 
番号 氏    名 専  門  分  野 

1 鵤 心治（いかるが しんじ） 都市計画、景観設計、まちづくり 

2 池高 紀子（いけたか のりこ） 建物建築の設計・管理 

3 伊東 丈年（いとう たけとし） デザイン、美術教育、立体造形 

4 井上 敏雄（いのうえ としお） 建築 

5 岩田 真次（いわた しんじ） 一級建築士、構造設計 1 級建築士、民家調査、

地盤調査 

6 内田 文雄（うちだ ふみお） 建築デザイン、参加のデザイン 

7 太田 敦子（おおた あつこ） 建築 

8 岡村 和典（おかむら かずのり） 建築設計 

9 金子 敦子（かねこ あつこ） 建築設計、民家再生、木造伝統構法の継承 

10 熊野 稔（くまの みのる） 地域都市計画、環境デザイン、景観工学、建築

設計 

11 小山 哲彦（こやま てつひこ） 生活の営みの景観、都市部・歴史的な景観 

12 瀬口 哲義（せぐち てつよし） 測量士、２級建築士、土地家屋調査士 

13 高木 伸治（たかぎ しんじ） 河川 

14 中山 淑子（なかやま としこ） 景観保全プランニング、森林・里山環境教育、

地域づくり、ヨーロッパ庭園事情他 

15 沼田 登（ぬまた のぼる） 建築設計、景観評価、民家再生 

16 原 和人（はら かずと） 建築設計、（㈱原工務店代表取締役社長） 

17 福田 東亜（ふくだ はるつぐ） 建築史、地域計画 

18 三村 夏彦（みむら なつひこ） 建築設計 

19 宮川 央輝（みやがわ おうき） 景観・環境デザイン（ランドスケープデザイン

等）、街づくりワークショップ、環境教育 

20 三吉 勝也（みよし かつなり） 歴史的建造物修復改修等、１級建築士 

21 三好 昇（みよし のぼる） 建築企画、設計、監理、１級建築士 

22 三吉 幸夫（みよし ゆきお） 建築設計・監理、１級建築士 

23 棟久 りか（むねひさ りか） カラーコーディネート 

24 村越 千幸子（むらこし ちさこ） 建築等 景観形成に関する事 

25 村重 保則（むらしげ やすのり） 建築設計・監理 

26 山中 信助（やまなか しんすけ） 森林管理、林業 

27 山根 満広（やまね みつひろ） 建築設計・監理、１級建築士 

28 横山 順子（よこやま じゅんこ） デザイン 

 

  

山山口口県県景景観観ササポポーータターー制制度度要要綱綱  

 

（（趣趣旨旨）） 

第１条 この要綱は、景観に興味を持ち、美しいやまぐちづくりを実践する個人又は団体

を募り、情報や交流の場を提供することにより、県民の景観意識の醸成と景観形成活動

の促進を図ることを目的とする。 

（（定定義義）） 

第２条 美しいやまぐちづくりとは、県土の良好な景観に気づき（再発見し）、景観として

感じ取り、住民・事業者・市町・県が協働して良好な景観を「保全」・「形成」・「活用」

しながら、まちづくり（まち・むら・地域づくり）に取り組むことをいう。 

２ 山口県景観サポーター（以下「サポーター」という。）とは、景観に興味を持ち、美し

いやまぐちづくりを実践し、県が作成するサポーターリストに登載された個人又は団体

をいう。 

（（ササポポーータターーのの募募集集ととササポポーータターーリリスストトのの登登載載）） 

第３条 県は、募集要領を作成し、広くサポーターを募集する。 

２ 県は、別記第 1 号様式による申請があり、かつ、サポーターリストについて第 4 条に

基づく取扱いがされることについての承諾があった場合は、サポーターリスト（別記第

2号様式）に登載する。 

３ サポーターは、申請内容に変更が生じた場合には、速やかに県に変更届（別記第 3 号

様式）を提出しなければならない。 

４ 県は、前項による変更届があった場合は、速やかにサポーターリストを修正する。 

（（ササポポーータターーリリスストトのの取取扱扱いい）） 

第４条 県は、景観形成活動の促進のためにサポーターリストを使用する。 

２ 県は、市町又は民法第 34条の法人又は特定非営利活動促進法第 2条第 2項の特定非営

利活動法人から、景観形成活動を目的としてサポーターリストの提供申請（別記第 4号

様式）があった場合は、サポーターリストの写しを提供することができる。 

（（ササポポーータターーへへのの情情報報提提供供）） 

第５条 県は、サポーターに対して、景観や景観形成活動に関する情報提供を行う。 

（（セセミミナナーー等等のの開開催催）） 

第６条 県は、サポーターが自らの活動を報告できる場、他の地域での活動を知ることが

できる場、景観に関する知識を習得できる場、サポーター相互の交流を図れる場を得ら

れるように、セミナー等を開催する。 

（（庶庶務務）） 

第７条 サポーター制度に関する庶務は、土木建築部都市計画課で処理するものとする。 

 

附附  則則 

（施行期日） 

この要綱は、平成 17年 11月 24日から施行する。 

附 則 

この要綱は、令和 2年 11月 2日から施行する。 
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